
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成１７年度版 
 



 

【はじめに】 

本 書 は、平 成 18年 3月 期 における当 社 の会 社 概 要 、営 業 の状 況 及 び経 理 の状 況 につい

て記 載 したものです。 

 

【主 な記 載 項 目 について】 

１ ． 会 社 の概 況  

  「会 社 の沿 革 」  当 社 の設 立 の経 緯 から現 在 までの沿 革 を記 載 しています。 

  「会 社 の目 的 」  定 款 に記 載 された当 社 の目 的 を記 載 しています。 

  「事 業 の内 容 」  当 社 の経 営 組 織 、事 業 の内 容 について記 載 しています。 

  「財 務 の概 要 」  平 成 18年 3月 期 における資 本 金 、純 資 産 額 、営 業 収 益 、経 常 利 益  

             等 の主 要 な財 務 指 標 について記 載 しています。 

  「主 要 株 主 名 」  所 有 株 式 数 の多 い株 主 の氏 名 、所 有 株 式 数 等 を記 載 しています。 

  「役 員 の状 況 」  当 社 の役 員 の氏 名 、主 要 略 歴 等 を記 載 しています。 

  「従 業 員 の状 況 」  当 社 の社 員 数 、登 録 外 務 員 数 等 を記 載 しています。 

 

２ ． 営 業 の状 況  

  「営 業 方 針 」   当 社 の営 業 方 針 、企 業 の特 色 等 について記 載 しています。 

  「当 社 及 び当 業 界 を取 巻 く環 境 」  内 外 の経 済 の状 況 、商 品 先 物 取 引 業 界 の動 向  

                        等 について記 載 しています。 
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  「営 業 の経 過 及 び成 果 」  当 社 の平 成 17年 度 における業 績 について記 載 しています。 

「対 処 すべき課 題 」  当 社 が対 応 すべき今 後 の課 題 等 について記 載 しています。 

「受 託 業 務 管 理 規 則 」  当 社 が受 託 業 務 の適 切 な遂 行 のために定 めている社 内 管  

                  理 規 則 を記 載 しています。 

 

３ ． 経 理 の状 況  

 「財 務 比 率 」 

 ( a )  純 資 産 額 規 制 比 率  

               

純資産額（＊）

リスク額（＊）
× 100

 

 （ ＊「純 資 産 額 」とは、 商 品 取 引 所 法 第 211条 第 4項 において準 用 する同 法 第 99条  

 第 7項 に基 づく商 品 取 引 所 法 施 行 規 則 （ 以 下 、「施 行 規 則 」という。） 第 38条 の規 定  

 により算 出 したものです。また、「リスク額 」には、商 品 市 場 における自 己 の計 算 による取   

 引 であって、決 済 を結 了 していないものについての価 格 変 動 等 により発 生 し得 る危 険 に 

 対 応 する額 （ 「市 場 リスク」という。） と、商 品 市 場 における取 引 の相 手 方 の契 約 不 履  

 行 等 により発 生 し得 る危 険 に対 応 する額 （ 「取 引 先 リスク」という。） とがあり、同 法 第  

 211条 第 1項 に基 づく施 行 規 則 第 99条 の規 定 により算 出 したものです。） 

   「純 資 産 額 規 制 比 率 」とは、純 資 産 額 の、商 品 市 場 において行 う取 引 につき生 ずる 

 相 場 の変 動 その他 の理 由 により発 生 し得 る危 険 に対 応 する額 として施 行 規 則 で定 める 

 ところにより算 出 した額 に対 する比 率 であり、これが高 いほどリスクに対 する余 裕 があると 

 言 えます。 
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(  b )  自 己 資 本 資 本 金 比 率  

               

自己資本
× 100

資 本 金  

  資 本 金 に対 する取 崩 し可 能 な資 本 を含 む自 己 資 本 の割 合 をみるもので、比 率 が高 い 

 ほど経 営 が安 定 していると言 えます。 

( c ) 自 己 資 本 比 率  

               総 資 本

自己資本
× 100

 

  総 資 本 に占 める自 己 資 本 の割 合 をみるもので、 比 率 が高 いほど経 営 が安 定 している 

 と言 えます。 

( d )  修 正 自 己 資 本 比 率  

               

100
総資産額（＊）

自己資本
×

 

  （ ＊ 「総 資 産 額 」とは、委 託 者 に係 る㈱日 本 商 品 清 算 機 構 又 は商 品 取 引 所 への預  

 託 金 額 と預 託 必 要 額 のいずれか小 さい金 額 及 び委 託 者 債 権 の保 全 制 度 に基 づいて 

 拘 束 されている資 産 の額 を除 いたものです。） 

  上 記 の方 法 で算 出 された総 資 産 額 は実 質 的 に事 業 資 金 として使 用 できないことから、 

これらの預 託 額 を控 除 した総 資 産 額 に占 める自 己 資 本 の割 合 をみたものです。 
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(  e )  負 債 比 率  

               

負債合計額
× 100

   純資産額（＊）  

  （ ＊ 「純 資 産 額 」とは、商 品 取 引 所 法 第 211条 第 4項 以 外 において準 用 する同 法 第  

 99条 第 7項 に基 づく施 行 規 則 第 38条 の規 定 により算 出 したもので、 上 記 （a）の純 資 産  

 額 とは計 算 が異 なります。） 

( f  )  流 動 比 率  

               

100
流動負債額

流動資産額
×

 

   短 期 間 に支 払 期 限 の到 来 する流 動 負 債 と短 期 間 に現 金 化 する可 能 性 のある流 動  

 資 産 を対 比 させたもので、比 率 が高 いほど短 期 的 な支 払 能 力 の安 定 性 が高 いと言 えま 

 す。 
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１． 会社の概況 

 
① 会社名等 
  商 品 取 引 員 名     株式会社オクトキュービック 
  代  表  者  名          代表取締役社長  増 田 潤 治 
  所   在   地          東京都中央区新川二丁目 12 番 16 号 
  電  話  番  号          ０３－３５５２－０２８５（代） 
 
 
② 会社の沿革 

開始いたしました。

【沿革】
昭和26年８月 岡藤商事株式会社 大阪市東区北浜に設立

平成3年2月 岡藤商事株式会社 商品ファンドの設定・販売開始

平成7年10月 岡藤商事株式会社 日本証券業協会に株式を店頭登録

平成8年10月 リスク軽減型通信取引「P･O･S･T」開始

平成11年3月 インターネット商品先物取引ウェブ版「Expert」開始

平成13年11月 インターネット商品先物取引専用アプリケーション版「ExpertⅡ」開始

平成14年5月 外国為替証拠金取引「Forex24SD」（現 電話版「Forex24」）開始

平成14年11月 インターネット外国為替証拠金取引「Forex24」開始

平成16年6月 インターネット商品先物取引モバイル版「Expert-plus」開始

平成17年２月 岡藤商事分割準備株式会社（現 株式会社オクトキュービック）をイン
ターネットトレードの専門会社設立の為の準備会社として東京都中央
区に設立 資本金2,000万円

平成17年4月 岡藤ホールディングス株式会社設立　持株会社制へ移行

平成17年5月 株式会社オクトキュービックへ商号変更

平成17年6月 商品投資販売業者許可（許可番号：金農経（1）第123号）

　当社は、岡藤商事株式会社通信取引部を独立法人化し、平成１７年６月27日より営業を
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商品取引受託業許可
　・東京工業品取引所 貴金属市場

石油市場
アルミニウム市場
ゴム市場

　･東京穀物商品取引所 農産物市場
砂糖市場

　･横浜商品取引所 農産物市場
繭糸市場

　・中部商品取引所 石油市場
　・大阪商品取引所 ゴム市場

アルミニウム市場
天然ゴム指数市場
ニッケル市場

　・関西商品取引所 農産物市場
砂糖市場
繭糸市場
農産物･飼料指数市場
水産物市場

岡藤商事株式会社通信取引部を吸収分割により業務承継を行い
営業を開始 資本金2億5,000万円

「Forex24」インターネット版・電話版のシステム統合

平成17年8月 中部商品取引所の鉄スクラップ市場の商品取引員の許可を取得

平成17年12月 インターネット外国為替証拠金取引モバイル版「Forex24」開始

平成18年1月 金融先物取引業者登録（登録番号：関東財務局長（金先）第89号）

 
③ 会社の目的 

   １．商品取引所法に基づく商品取引所に上場されている各商品の先物取引､現金決済    

取引､ 指数先物取引、オプション取引を行う業務および受託を行う業務ならびに受託

の取次ぎを行う業務 

   ２．農産物、水産物、天然ゴム、合成ゴム、生糸等の繊維原料、貴金属、鉄、非鉄金属、

石油、天然ガス等のエネルギー資源、その他鉱物資源等およびそれらの加工品の売買

ならびに委託売買

   ３．商品投資に係る事業の規制に関する法律に基づく商品投資販売業 

   ４．証券取引法に定める証券業および証券仲介業

     ５．金融先物取引法に定める金融先物取引業 

   ６．通貨の売買取引、交換取引

   ７．海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の適用を受ける海外商品市場の

先物取引ならびにその委託または委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受ける業務 

     ８．有価証券の売買
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   ９．損害保険代理業および自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業ならびに生命保険の

募集に関する業務

   10．信託業法に基づく信託契約代理業および信託受益権販売業

     11．前各号に付帯関連する一切の事業 

   (注)上記のうち   線部分の事業は、現在行っておりません。 
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 ④ 事業の内容 
      
     （１）経営組織 

会　社　組　織　図

監　　査　　役

株　主　総　会

取　締　役　会

会　　　　長

社　　　　長

ＣＸグループ

管 理 デ ス ク 管理グループ

カスタマーデスク ＦＸグループ

ＴＳグループ
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  (２) 業務の内容 

（a） 主たる業務 
イ．商品市場における取引の取次業務 
  当社は、商品取引所法第 190 条第 1 項に基づき、農林水産大臣及び経済産業 
 大臣から商品取引受託業務の許可を得た商品取引員であり、下記の商品市場に 
 おける取次商品取引員としてお客様から取引の注文を受け、受託会員（岡藤商 

事株式会社）へ取次ぎを委託する業務を行っております。  
 （ 許 可 番 号 ： 農林水産省指令 17 総合第 663 号、平成 １７ ・ ０６ ･ ２４ 商 第 ６ 号 ） 

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

金・銀・白金・パラジウム・
金オプション

○

○

東京工業品取引所

アルミニウム
ニッケル

国際穀物指数・コーヒー指数

小豆・ＮＯＮ－ＧＭＯ大豆
粗糖・精糖・粗糖オプション

生糸
冷凍えび

上 場 品 目 名

ＲＳＳ3号
アルミニウム

小豆・一般大豆・NON-GMO大
豆・大豆ミール・とうもろこし・アラ
ビカコーヒー生豆・ロブスタコー
ヒー生豆・大豆オプション・とうもろ
こしオプション

原油・ガソリン・灯油・軽油

粗糖・精糖・粗糖オプション
野菜・食用馬鈴しょ

生糸
ガソリン・灯油・軽油

鉄スクラップ
TSR20・RSS３号
天然ゴム指数

東京穀物商品取引所

横浜商品取引所

中部商品取引所

大阪商品取引所

関西商品取引所

砂
　
糖

水
産
物

貴
金
属

ゴ
　
ム

ニ

ッ
ケ
ル

農
産
物
・

飼
料
指
数

○

石
　
油

農
産
物

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

繭
　
糸

鉄
ス
ク
ラ

ッ
プ

天
然
ゴ
ム
指
数

 
※平成 18 年 4 月 1 日に東京穀物商品取引所と横浜商品取引所が合併したことに伴い、横浜商品取引所の生糸及び 

野菜は農産物市場の生糸及び野菜として東京穀物商品取引所に上場されております。また、食用馬鈴しょは上場廃 

止となっております。 

 
ロ．商品市場における取引を行う業務 
  自己の計算において商品市場における取引を行う業務（自己売買業務）は行 
  っておりません。 
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⑩ 従業員の状況 

男  女  別  
 

総 計 
男 女 

  営 業   非 営 業 

従 業 員 数  19人 10人 9人 9人 10人 

平  均  年  齢 33.7才 38.6才 28.2才 28.8才 37.8才 

平 均 勤 続 年 数 0.7年 0.8年 0.7年 0.7年 0.8年 

外 務 員 数 13人 5人 8人 9人 4人 

 
 

２．営業の状況 

 ① 営業方針 
   当社がビジネス・スタイルとするオンライン・トレード分野においては、今後の 
   競争激化も予想されますが、認知度の向上に努めるとともに取引ツールに係る顧客 
   利便性の追求、および、取引システムの安定運用を図り、顧客数の拡大を目指しま 
  す。 
    
 ② 当社及び当業界を取巻く環境 

当期の商品先物取引業界は、改正商品取引所法が施行される一方、市場の信頼性と利

便性の向上を目的として「日本商品清算機構」が設立され、５月から清算業務を開始す

るなど、商品市場の一層の拡大に向けた取組みが見られました。また、オンライン・ト

レード関連では、ＩＴ関連企業の新規参入が見られるなど、先行きの市場拡大への期待

につながりました。 

一方、取引所再編問題では、東京市場への取引集中化が強まった結果、東京穀物商品

取引所と横浜商品取引所の合併が決まり、取引所の統合・再編の動きが見られました。

（東京穀物商品取引所と横浜商品取引所は平成 18 年４月１日に合併）また、新規上場

関連では、中部商品取引所に鉄スクラップ先物が上場されました。 

商品市況は、世界的には原油価格に代表されるエネルギー価格や貴金属・非鉄市場の

上昇が続きました。一方、国内市場は金市場やゴム市場（東京工業品取引所）が活況と

なりましたが、石油市場の出来高が伸び悩み、全国市場売買高は 215,605 千枚（前期比

80.0％）へと減少しました。 

以上のような状況下にあって当社は、商品先物取引におきましては、取引ツールにお

ける顧客利便性の向上とシステム稼動の安定性確保に努めました結果、委託売買高は分

社化後から年度末までの期間において 867 千枚となりました。 
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 ③ 営業の経過及び成果 
 (１) 受取手数料部門 
   当期の損益につきましては、当社は平成 17 年６月 27 日付で岡藤商事株式会社の 

  インターネット取引部門を吸収分割し、実質的な営業を開始いたしました。営業損 

   益では、商品先物取引や商品ファンド販売による受取手数料は 261,481 千円となり 

   ました。 
（２） 売買損益部門 

   該当事項はありません。 
 
 （a） 受取手数料                 （単位： 千円） 

     

商品市場名

（現物先物取引）

農 産 物 市 場 30,915              

砂 糖 市 場 3,091               

水 産 物 市 場 99                  

貴 金 属 市 場 61,830              

ア ル ミ ニ ウ ム 市 場 1,511               

ゴ ム 市 場 33,252              

石 油 市 場 114,976             

鉄 ス ク ラ ッ プ 市 場 9                   

現物先物取引計 245,687             

（現金決済取引）

石 油 5,023               

現金決済取引計 5,023               

（指数先物取引）

天 然 ゴ ム 指 数 市 場 3,713               

農産物・飼料指数市場 994                 

指数先物取引計 4,707               

大口取引割引料 △21                

商 品 フ ァ ン ド 6,084               

合　　　　　　　計 261,481             

（自 平成17年4月 1日）
（至　平成18年3月31日）

第 ２ 期

 
      （注） １．消費税は含まれておりません。 
          ２．千円未満は切り捨てて表示しております。 
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 （b） 売買損益 
    該当事項はありません。 
 
 

(c) 売買高                          （単位： 枚）     

委 託 自 己 合　計

97,655 0 97,655

8,268 0 8,268

202 0 202

199,093 0 199,093

4,001 0 4,001

113,239 0 113,239

432,567 0 432,567

23 0 23

10,217 0 10,217

2,532 0 2,532

867,797 0 867,797

天然ゴム指数市場

農産物・飼料指数市場

鉄スクラップ市場

第 ２ 期
（自 平成１7年４月　１日）
（至 平成１8年３月３１日）

農産物市場

合　　　計

商品市場名

期　　別
内　　訳

砂糖市場

水産物市場

貴金属市場

アルミニウム市場

ゴム市場

石油市場

  
 

 ④ 対処すべき課題 
昨年５月における改正商品取引所法、７月における改正金融先物取引法、それぞれの

施行により何れの業界におきましても多少の混乱と整理がありましたが、商品先物市場

は依然、貴金属・エネルギー関連銘柄を中心に活況を呈しており成長が見込めるものと

期待されます。 

こうした環境下にあって当社は、コンプライアンスの徹底を含めた顧客サービスの充

実と信用のバロメータである預り資産の積み増しを最大の経営課題と位置づけ、顧客の

信頼確保と強固な財務基盤を構築することが喫緊の課題であると考えております。 

特に、当社がビジネス・スタイルとするオンライン・トレード分野では、商品先物取

引業では異業種からの参入が顕著であり、また、外国為替証拠金取引業では大手証券会

社等が直接・間接に参入してきているのが現状であり、今後、手数料の一段の引下げを

含め競争が激化することが予想されます。これらの競争に打ち勝つためにも、認知度の

向上策とともに取引ツールに係る顧客利便性の追求と取引システムの安定運営を同時

に実現していきます。 
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⑤ 受託業務管理規則 

第１条（目   的） 

    この規則は、商品先物市場において、インターネット等の通信手段を利用して、電子取引

に関する契約約款（インターネット取引「Expert」約款）および通信取引「P･O･S･T」約款の

定めにしたがって行う委託の取次ぎの受託を行う業務（以下、「受託業務」という。）の適正

な管理を行うために必要な事項を定め、委託者の保護育成を図ることを目的とする。 

第２条（定  義） 

  インターネット等の通信手段を利用した受託業務とは、電子情報処理組織等を利用して委

託者への告知または募集の広告等をすることはあっても、一切の勧誘行為を伴わない受託業

務をいう。 

第３条（受託業務管理組織） 

    当社は、受託業務の適正な管理を行うため、以下の者および組織を置く。 

  １．管理総括責任者 

  ２．顧客サービス班 

② 管理総括責任者は社長をもってこれにあてる。 

③ 顧客サービス班責任者は管理デスクマネジャーもってこれにあてる。 

第４条（受託業務管理組織の職務） 

  管理総括責任者は、受託業務全般にわたる調整および管理を統括する。 

② 顧客サービス班の職務は、以下のとおりとする。 

１．「口座開設申込書」および「顧客カード」の内容の精査による顧客の選別ならびに審査 

２．取引の理解度の確認。特にインターネット取引においては、投下資金状況の把握をは

じめすべて顧客自身の判断と責任において取引することの理解の確認 

３．「顧客カード」の整備、管理および保管 

４．顧客の資金力、取引経験等からみて不相応と判断される取引の抑制 

５．公共団体等の公金出納取扱者および高齢者、女性等、特にきめ細やかな管理を必要と

する顧客の対応 

６．取引内容に異常な徴候が認められた場合の迅速適切な措置 

７．外務員に対する関係法令規則等の遵守に係る指導および遵守状況の監視ならびに不適

正な事実を発見した場合の迅速適切な措置 

８．顧客からの苦情、紛争に対する適切な対応および営業部門に対する調査 

９．過去に恣意的に紛争を多発した顧客の参入予防措置 

10．商品先物取引に必要な知識の啓蒙普及ならびに顧客の理解度を向上させるために必要

な措置 
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第５条（顧客カードの作成） 

   顧客と商品先物取引契約を締結するための窓口処理を行う外務員は、顧客の適合性の審査

に付するため、顧客から提出を受けた口座開設申込書並びに約諾書等を基に、以下の事項を

記載した顧客カードを作成するものとする。また、以下の事項に変更があった場合はその都

度更新し、顧客情報を適切に管理するものとする。 

１．氏名、性別、年令、生年月日、家族構成、住所および連絡先 

２．職業、勤務先、役職名および勤務先住所 

３．資産および年収の状況 

４．投機資金額 

５．商品先物取引および証券取引等の経験の有無 

６．その他必要と認める事項 

第６条（適合性の審査） 

 顧客サービス班責任者は、前条により作成された顧客カードに基づき、適合性の審査を行う

ものとする。 

② 前項の適否の判定は管理総括責任者がこれを行うものとする。 

③ 前項による適否の判定の結果、承認を受けた場合に限り取引口座の開設を行うものとする。 

第７条（適合性の基準） 

次に該当する者については、商品先物取引の取引口座の開設および受託を行わないものと

する。 

１．未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人、精神障害者、知的障害者および認知

障害の認められる者 

２．生活保護法による保護を受けている世帯に属する者 

３．破産者で復権を得ない者 

４．借入資金による取引参加者 

② 次に該当する者については、適合性の原則に照らし、十分な審査のうえ、管理総括責任者

の適否の判定の結果、承認を受けた場合に限り取引口座の開設および受託を行うものとする。 

１．年金、恩給、退職金、保険金等により主として生計を維持している者 

２．一定の収入を有しない者 

３．一定の高齢者 

③ 前項に該当する者の取引口座開設および受託については、資産状況および商品先物取引の

仕組み、リスクその他の事項を的確かつ十分に理解していることを確認するものとする。 

④ 取引口座開設後、第二項に該当する者から電子取引に関する契約約款（インターネット取

引「Expert」約款）または通信取引「P･O･S･T」約款に定める建玉制限枚数を超えて取引をし
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たい旨の申出があった場合は、より厳格な審査を行い、管理総括責任者の承認を受けた場合

に限り受託するものとする。 

第８条（書面の交付） 

契約締結前の以下の書面の交付は、顧客より口座開設の申込みを受けた後、顧客に直接手

渡すかまたは郵便等の方法によって行うほか、商品取引所法第 217 条第 2 項の規定により、

当該書面の交付に代えて、当該顧客の承諾を得て、インターネットを介した電磁的方法で顧

客に記載事項を提供することができるものとする。 

１．商品先物取引－委託のガイド 

２．受託契約準則 

３．取引本証拠金額一覧 

４．委託手数料額一覧 

 なお、インターネット取引の場合は、電子取引に関する契約約款（インターネット取引

「Expert」約款）を交付し、委託手数料額一覧は「インターネット取引「Expert」のお知ら

せ」にて通知する。また、通信取引「P･O･S･T」の場合は、通信取引「P･O･S･T」約款を交付

する。 

第９条（顧客の取引理解度の確認） 

顧客と商品先物取引契約を締結するための窓口処理を行う外務員は、前条の書面交付後、

顧客から提出を受けた商品先物取引内容理解確認書または商品先物取引理解度アンケートに

基づき以下の事項を顧客に確認するとともに、顧客に充分な自覚を促したうえで取引への参

加を求めるものとする。 

１．受託契約準則、「商品先物取引－委託のガイド」および、電子取引に関する契約約款（イ

ンターネット取引「Expert」約款）または通信取引「P･O･S･T」約款の内容についての理

解および交付 

２．顧客が預託する証拠金の額と比較して総取引金額が著しく大きいこと、すなわちレバ

レッジ性の高い取引であることの理解 

３．取引リスクについての理解（特に、相場変動による取引での損失の額が預り証拠金額

を上回る恐れがある旨の理解） 

４．商品先物取引の仕組み（証拠金制度、特に追証拠金について、損益の計算方法等）の

理解（通信取引「P･O･S･T」においては、追証拠金が発生しない代わりに予めセットされ

たストップロス注文により建玉が処分されることの理解） 

５．値幅制限、建玉制限のある取引である旨の理解（特に、ストップ高・ストップ安の際

には注文が成立しない可能性があることの理解） 

６．自己の判断および責任において取引を行うこと 
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② 前項の確認は電話等の会話によるものとし、確認を行った外務員がその内容を記した応対

記録を作成し、顧客サービス班責任者が整理、保管するものとする。 

③ 顧客サービス班責任者は、顧客の取引理解度が十分ではない恐れのある場合、窓口処理を

行う外務員に代わり、顧客サービス班責任者自らが顧客の理解度の点検を行い、顧客の内容

理解のために努め、確認しなければならない。また、必要に応じて外務員に対する指導を行

うものとする。 

第 10 条（顧客の売買取引の確認） 

  通信取引「P･O･S･T」おいて顧客から売買取引の注文を受けた外務員は受注の都度、顧客の

売買取引の確認を明確にするため、その受注内容を注文記録簿に記載するものとする。 

第 11 条（外務員に対する管理） 

顧客サービス班責任者は、外務員が適正に受託業務を遂行するために必要な事項について、

注意を喚起しなければならない。 

第 12 条（顧客からの苦情・紛争への対応） 

  顧客サービス班責任者は、顧客から取引にかかわる相談および問合せがあった場合は迅速

にその処理を図り、また取引にかかわる苦情の申出があった場合は速やかに事実の調査を行

い顧客と面談等のうえ、その解決を図らなければならない。 

第 13 条（取引本証拠金の額等に係る措置） 

 取引本証拠金の額等は、全ての上場商品につき、取引所が定める取引本証拠金基準額と同

額とする。 

② 取引本証拠金の額等に係る社内責任者を管理総括責任者として定め、その内容について社

内に徹底するとともに、顧客に周知し、その記録を３年間保存する。 

第 14 条（不正資金流入防止措置） 

  農業、漁業等の協同組合、信用協同組合、信用協同金庫および公共団体等の公金出納取扱

者から新たに商品市場における取引の受注を行う場合は、自己の余裕資金の範囲内で、自己

の判断と責任において取引に参加することを確認し、かつ、管理総括責任者が承認した場合

に限る。 

第 15 条（受託等業務における禁止行為および懲戒） 

    受託等業務を行う者は、この規則を遵守するとともに、「商品取引所法」、「同法施行令」、

「同法施行規則」、「受託契約準則」および日本商品先物取引協会の制定に係る「受託等業務

に関する規則」に定める禁止行為をしてはならない。 

② 前項に違反した者は、就業規則に基づきこれを懲戒に処す。 

第 16 条（規則の制定および改正） 

    この規則の制定および改正は取締役会の決議を経て行う。 
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第 17 条（日本商品先物取引協会への届出） 

   この規則は、日本商品先物取引協会へ届け出るものとする。これを改正したときも同様と

する。 

   付   則  

１．この規則は、平成 17 年 ６ 月 27 日より実施する。 

 

 

 

 
⑥  外務員の登録状況 

期首登録外務員数 新規登録数 登録抹消数 期末登録外務員数 

      1名 16名 2名       15名

 
 

⑦ 委託者に関する事項 
期首委託者数 新規委託者数 契約解除委託者数 期末委託者数 

1,530名 292名 243名 1,579名

 （注） 期首委託者数は岡藤商事㈱からの会社分割により営業を開始した 6 月 27 日   
   現在の委託者数を記載しております。 
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⑧ 苦情・紛争に関する事項 
    平成 17 年度中の受付件数及び処理結果 

  

解　　決 取下げ 打切り
0
0
0
0
0

苦　　情
申出事由

件　　数
処　理　結　果

処理中

勧誘時に係るもの
取引に係るもの

取引終了時に係るもの

その他に係るもの
合計     

  （注）１．「苦情」とは受託等業務に関し、委託者等が当社に対して異 
      議、不平、不満等を表明したもの、又は日商協にその解決の申 
      出のあったもの。 
     ２．「申出事由」は申出人の主張に従って分類したもの。 
     ３．「処理結果の「解決」は当事者間で自主解決したもの、「取下 

げ」は申出人が誤解等を認めて取り下げたもの、「打切り」は 
       当事者間で自主解決ができなかったもの。 

   

解　　決 取下げ 不　　調
0
0
0
0
0

その他に係るもの
合計

取引に係るもの
取引終了時に係るもの

件　　数
処　理　結　果

処理中

勧誘時に係るもの

紛　　争
申出事由

  
  （注）１．「紛争」とは受託等業務に関し、委託者等の異議、不平、不 
      満等に起因する当事者間の主張の対立が具体化、先鋭化し、委 
      託者等が取引所に紛争仲介の申出をし、又は日商協にあっせん 
      若しくは調停の申出をしたもの。 
     ２．「申出事由」は申出人の主張に従って分類したもの。 
     ３．「処理結果」の「解決」は取引所又は日商協の仲介により解決 

したもの、「取下げ」は当事者間の話し合いにより申出人が仲介 
の申出を取り下げたもの、「不調」は仲介で解決できなかったも 
の。   

 
 ⑨ 訴訟に関する事項 

（１） 平成 17 年度中の係争 
  今年度中における訴訟（前年度より係争中のもの）は、委託者が取引に係る損 
 金を支払わない理由により当社が委託者に対して提起したものが１件となってお 
ります。 

  

訴訟件数 判決 和解 係争中

1 0 1 0
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３  経理の状況 

 
 ① 貸借対照表 
                  貸借対照表 
株式会社オクトキュービック  （平成 18 年 ３ 月 31 日現在） 

6,119,322 千円 5,718,489 千円

6,098,072 5,244,970

425,468 1,466

22,073 5,149,224

166,688 39,239

2,926,138 5

34,242 7,900

200,000 47,134

1,901,000 300,000

311,377 300,000

7,696 173,519

469 173,519

102,182

3,636

△ 2,900 400,832

21,249 250,000

4,625 209,049

4,625 209,049

16,624 △ 58,217

15,870 58,217

3,895

1,578

3,280

△ 8,000

6,119,322 6,119,322

繰 延 税 金 資 産

貸 倒 引 当 金

資 産 合 計 負債・資本合計

破産債権､再生債権､更生債権
その他これらに準ずる債権 当 期 未 処 理 損 失

長 期 差 入 保 証 金

長 期 前 払 費 用

商 標 権 資 本 準 備 金

投 資 そ の 他 の 資 産 利 益 剰 余 金

固 定 資 産 資 本 金

無 形 固 定 資 産 資 本 剰 余 金

繰 延 税 金 資 産  (商品取引所法第221条)

そ の 他 の 流 動 資 産

貸 倒 引 当 金 資　本　の　部

未 収 消 費 税 等 特 別 法 上 の 準 備 金

前 払 費 用 商品取引責任準備金

金 銭 の 信 託 固 定 負 債

未 収 入 金 長 期 借 入 金

委託者先物取引差金 賞 与 引 当 金

預 託 金 そ の 他 の 流 動 負 債

保 管 有 価 証 券 未 払 金

差 入 保 証 金 預 り 金

現 金 ・ 預 金 未 払 法 人 税 等

委 託 者 未 収 金 預 り 証 拠 金

資　産　の　部 負　債　の　部

流 動 資 産 流 動 負 債

金　　額 金　　額科　　目 科　　目
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 ② 損益計算書 
                損益計算書 
              自 平成 17 年 ４ 月 １ 日 

              至 平成 18 年 ３ 月 31 日 

株式会社オクトキュービック 

千円 465,859 千円

276,360

261,481

14,878

189,498

549,555

549,555

83,696

64

64

0

6,667

4,487

2,180

90,300

2,665

2,665

92,965

290

△ 35,412 △ 35,122

57,842

375

58,217

前 期 繰 越 損 失

当 期 未 処 理 損 失

税 引 前 当 期 純 損 失

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 損 失

経 常 損 失

特
別
損
益
の
部

特 別 損 失

商品取引責任準備金繰入額

経
常
損
益
の
部

営
業
損
益
の
部

営 業 収 益

商 品 先 物 取 引 事 業 収 益

営
業
外
損
益
の
部

営 業 外 収 益

受 取 利 息

そ の 他 の 営 業 外 収 益

営 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他 の 営 業 外 費 用

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 損 失

科             目 金                       額

受 取 手 数 料

そ の 他

そ の 他 の 営 業 収 益

営 業 費 用
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 ③ 重要な会計方針 
（貸借対照表関係） 

１．資本の欠損の額は、58,217千円であります。 

（損益計算書関係） 

１．１株当たり当期純損失は、22,674円52銭であります。 

（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 

繰延税金資産  

賞与引当金損金算入限度超過額 3,239千円 

貸倒引当金損金算入限度超過額 4,469千円 

商品取引責任準備金損金不算入額 71,142千円 

一括償却資産 100千円 

未払事業税否認 482千円 

未払事業所税否認 156千円 

未払金否認 472千円 

欠損金 25,401千円 

繰延税金資産の純額 105,462千円 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の主な原因別の内訳 

    当期純損失を計上しているため記載しておりません。 

 

 ④ 注記事項 

 １．固定資産の減価償却の方法 

    無 形 固 定 資 産 ・・・定額法を採用しております。 

     長 期 前 払 費 用 ・・・定額法を採用しております。 

 ２．引当金および特別法上の準備金の計上基準 

     貸 倒 引 当 金 ・・・委託者の債権や貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

 賞 与 引 当 金 ・・・従業員に支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。 

商品取引責任準備金・・・商品先物取引事故による損失に備えるため、商品取引所法第221条

の規定に基づき同法施行規則に定める額を計上しております。 
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 ３．その他 

    消費税等の会計処理 

      消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

 
 
 ⑤損失処理計算書 
                                   
                               損失処理計算書  
                
                               株主総会承認日 
株式会社オクトキュービック   平成 18 年 ６ 月 29 日      

58,217,701 円

58,217,701次 期 繰 越 損 失

摘                          要 金                       額

当 期 未 処 理 損 失

これを次の通り処理します。

 
  
  
 ⑥監査に関する事項 
  このディスクロージャー資料の、貸借対照表、損益計算書、及び損失処理計算書は 
 監査法人の監査を受けております。 
 
 
 ⑦財務比率 

純資産額規制比率　　　[純資産額/リスク額×100]

自己資本資本金比率 　[自己資本/資本金×100]

自己資本比率　　　　　　[自己資本/総資本×100]

修正自己資本比率　　　[自己資本/総資産額×100] ％

％

％

比　　　率

％

％

％

負債比率　　　　　　　　　[負債合計額/純資産額×100]

160.3

6.6

13.2

995.6

諸　　項　　目

( f ) 流動比率　　　　　　　　　[流動資産額/流動負債額×100] 116.3

( a ) 1,035.9

( b )

( c )

( d )

( e )
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